
令和４年度三川町中小企業等事業継続支援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、原油価格・物価高騰等によって経費増の影響を受け厳しい経営環境にあ

る三川町内の中小企業等に対し、予算の範囲内で三川町中小企業等事業継続支援金（以下、

「支援金」という。）を交付することに関し、三川町補助金等の適正化に関する規則（昭和３

８年規則第４号。以下、「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（交付対象者） 

第２条 交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１） 町内に事業所を有する別表第１に定める中小企業等  

（２） 町内事業所の令和４年４月、５月及び６月のいずれかの月の売上額が、令和元年か

ら令和３年のいずれかの年の同月の売上額と比較して３０％以上減少している者 

（３） 補助金の受給後も事業を継続する者 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は交付の対象とならない。 

 （１） 令和３年７月以降に町内において事業を開始した者 

（２） 系統出荷による収入を主とする個人農業者 

（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 

 （４） 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者 

 （適用除外） 

第３条 規則第６条の２第１項第４号の規定は適用しない。 

（支援金の額等） 

第４条 この支援金は、１事業所につき１度限り交付するものとし、その額は下記のとおりと

する。 

（１） 法人 １０万円 

（２） 個人事業主 ５万円 

（交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、令和４年１０月３１日までに支援金交付申請書

（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１） 比較する各月の売上額を証する書類（確定申告書の写し及び売上台帳の写し等） 

（２） その他町長が必要と認める書類 

 （実績報告） 

第６条 規則第１４条に規定する実績報告書の提出は、省略することができるものとする。 

 （支援金の請求） 

第７条 支援金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに交付請求書（様式第２号）を町長に

提出しなければならない。 

（支援金の交付） 

第８条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に交

付決定者に対し、支援金を交付するものとする。 

 （支援金の返還） 

第９条 町長は、申請者が虚偽の申告等により支援金の交付を受けたときは、交付した支援金

を返還させることができる。 



（書類の保管） 

第１０条 支援金の交付を受けた者は、交付に係る証拠書類を、交付年度の翌年度から起算し

て５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

  



別表第１（第２条関係） 

 
業種・組織形態 資本金等の額 従業員数 

① 
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 

※②から④以外の業種 
３億円以下 ３００人以下 

② 卸売業 １億円以下 １００人以下 

③ 
サービス業（ソフトウエア業、情報処理

サービス業、旅館業を除く。） 
５，０００万円以下 １００人以下 

④ 小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

備考 資本金等の額、従業員数のいずれか一方が該当する場合対象（個人事業者を含む）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


